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万引き・・・・・・12 件 

自転車盗・・・・・２件 

その他の窃盗・・・４件 

人身事故・・・・・５件 

物損事故・・・・・16 件 

遺失拾得・・・ 253 件           

※数値は取扱件数で、認

知件数とは異なります。   

 首都直下地震は、今後 30 年以内に 70 パーセントの確

率で発生すると言われており、発生すれば埼玉県にも大き

な被害をもたらすおそれが高いと指摘されています。 

 「災害は忘れた頃にやってくる」と言われており、決し

て油断はできません。 

 東日本大震災を教訓として、日頃から防災に関心を持

ち、家庭や職場で防災について話し合い、家の中の危険箇

所や非常持出品を点検するなど、万が一に備えましょう。 

  交通反則通告制度の導入後、検挙後の手続は大きく変わります。 

  自転車の交通ルールを再確認しましょう。 

   ★自転車安全利用五則 

     １ 車道が原則、左側を通行 

       歩道は例外、歩行者を優先  

     ２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認  

     ３ 夜間はライトを点灯  

     ４ 飲酒運転は禁止  

     ５ ヘルメットを着用 

     青切符の導入について、 

   こちらからアクセスできます 


